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教育 税保険 くらし

市
税
は
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
と
個
人
市
民

税・
府
民
税（
普
通
徴
収
分
）の
第
１
～
３
期

分
お
よ
び
軽
自
動
車
税
を
納
め
て
い
な
い
人

は
、
至
急
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
納
期
限
ま

で
に
納
付
が
な
い
場
合
、
納
付
さ
れ
る
ま
で

の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
の
第

４
期
の
納
期
限
は
、
１１
月
３０
日（
木
）で
す
。

納
期
ま
で
に
近
く
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
口
座
振
替（
自
動
払
込
）を
利
用

し
て
い
る
人
は
、
預
金
残
高
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　
納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
な
い
場
合
、財
産（
不
動
産・預
金・

給
与
な
ど
）に
対
し
、
差
し
押
さ
え
、
公
売

な
ど
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
納
期
限
内
で
の
納
付
を
必
ず
お
願
い
し

ま
す
。

　
な
お
、
病
気
や
失
業
な
ど
の
理
由
で
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
税
課

ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
･
１
８
５
２
～
１
８
５

４個
人
事
業
税

　
個
人
事
業
税（
第
2
期
分
）の
納
期
限
は
１１

月
３０
日（
木
）で
す
。
８
月
に
送
付
済
の
納
付

書
で
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
し
て
く
だ
さ
い

給
与
の
年
末
調
整

　
年
末
調
整
と
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
の

給
与
所
得
者
を
対
象
に
、
１
年
間
の
給
与
総

額
が
確
定
す
る
年
末
に
そ
の
年
の
所
得
税
を

再
計
算
し
、
そ
れ
ま
で
に
源
泉
徴
収
し
て
い

た
税
額
と
の
差
額
を
還
付
ま
た
は
徴
収
す
る

手
続
き
で
す
。

　
年
末
調
整
の
内
容
は
、
勤
務
先
か
ら
お
住

ま
い
の
市
町
村
へ
給
与
支
払
報
告
書
と
し
て

提
出
さ
れ
、
翌
年
の
個
人
市
民
税・
府
民
税

の
課
税
資
料
と
な
り
ま
す
。

　
年
末
調
整
を
受
け
る
に
は
、「
給
与
所
得
者

の
扶
養
控
除
等
異
動
申
告
書
」を
勤
務
先
へ

提
出
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
生
命
保
険
料・
地

震
保
険
料
な
ど
の
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除（
２
年
目
以
降
）を
申
告
す
る
書
類
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
医
療
費
控
除
を
受
け
た
り
、
初
め

て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

な
ど
は
、
税
務
署（
場
合
に
よ
り
市
）へ
申
告

書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

従
業
員
の
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　
給
与
の
支
払
者（
事
業
主
）に
は
、
原
則
と

し
て
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
市
内
在
住
の
従
業
員
が
い
る
場
合
は
、
給

与
支
払
報
告
書（
総
括
表
）を
送
付
し
ま
す
の

で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
個
人
市
民
税・
府

民
税
の
特
別
徴
収（
給
与
か
ら
差
し
引
き
）に

年
末
調
整
説
明
会

　
源
泉
徴
収
義
務
者（
事
業
主
）は
、
送
付
済

の
案
内
状
と
関
係
書
類
を
持
参
の
上
、
出
席

し
て
く
だ
さ
い
。

時
１１
月
２１
日（
火
）午
後
１
時
３０
分

場
エ
ナ
ジ
ー
ホ
ー
ル

備�

午
後
３
時
３０
分
か
ら
は
消
費
税
軽
減
税
率

制
度
の
概
要
や
事
業
者
支
援
措
置（
補
助

金
）に
つ
い
て
の
説
明
会
を
開
催

問
門
真
税
務
署

℡�

０
６
・
６
９
０
９
・
０
１
８
１

注�

音
声
案
内
に
従
い
、
最
初
に
②
番
を
押
し

て
く
だ
さ
い
。

税
金
ク
イ
ズ
と
ふ
れ
愛
コ
ン
サ
ー
ト

時
１２
月
１２
日（
火
）午
後
４
時

場
エ
ナ
ジ
ー
ホ
ー
ル

内�

▽
第
１
部
…
中
学・高
校
生
に
よ
る「
税
に

つ
い
て
の
作
文
」優
秀
作
文
朗
読
、
税
が

わ
か
る「
税
金
ク
イ
ズ
」▽
第
２
部
…
迫
力

あ
ふ
れ
る「
ふ
れ
愛
コ
ン
サ
ー
ト
」大
阪
桐

蔭
高
等
学
校
吹
奏
楽
部

備�

ク
イ
ズ
は
賞
品
あ
り

問
門
真
納
税
協
会

℡�

０
６
・
６
９
０
８
・
０
６
３
１

　
平
成
２０
年
１
月
１
日
に
存
在
し
、
平
成
３０

年
３
月
３１
日
ま
で
に
一
定
の
省
エ
ネ
改
修
工

事
を
行
っ
た
住
宅
に
つ
い
て
、
工
事
が
完
了

し
た
年
の
翌
年
度
分
に
係
る
固
定
資
産
税
額

の
３
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

注��

対
象
面
積
は
居
宅
部
分
の
１２０
㎡
ま
で
で
す
。

固
定
資
産
税
～
償
却
資
産
～

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日（
賦
課

期
日
）現
在
に
、
固
定
資
産（
土
地・家
屋・償

却
資
産
）の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
こ

の
う
ち
、
償
却
資
産
と
は
事
業
の
用
に
供
す

る
資
産（
機
械
、パ
ソ
コ
ン
、陳
列
ケ
ー
ス
、

医
療
器
具
な
ど
）で
、
そ
の
減
価
償
却
額
ま

た
は
減
価
償
却
費
が
法
人
税
法
ま
た
は
所
得

税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
計
算
上
、
損
金

ま
た
は
必
要
な
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の
を

い
い
ま
す
。

注��

取
得
価
額
１０
万
円
未
満
の
償
却
資
産
は
、

原
則
と
し
て
申
告
対
象
外
で
す
。

　
ま
た
、
自
動
車
税・
軽
自
動
車
税
の
課
税

対
象
と
な
る
も
の
は
、
申
告
対
象
か
ら
除
か

れ
ま
す
。
家
屋
の
所
有
者
以
外
の
人（
テ
ナ

ン
ト
な
ど
）が
そ
の
事
業
の
た
め
に
取
り
付

け
た
附
帯
設
備
な
ど（
電
気・給
排
水
設
備
、

内
装
な
ど
）は
、
家
屋
と
一
体
で
あ
っ
て
も

償
却
資
産
と
み
な
さ
れ
、取
り
付
け
た
人（
テ

ナ
ン
ト
な
ど
）が
納
税
義
務
者
で
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

に
減
額
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

　
平
日
の
昼
間
に
、
仕
事
な
ど
で
忙
し
い
人

は
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

夜
間
　
１１
月
２０
日（
月
）・
２１
日（
火
）・
２４
日

（
金
）い
ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

休
日
　
１１
月
２6
日（
日
）

�

午
前
９
時
～
午
後
１
時

場
保
険
収
納
課
、
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、
１
６
２

５保
険
料
を
滞
納
す
る
と

　
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
は
、
督
促

状
が
発
送
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
督
促
手

数
料
が
発
生
す
る
他
、
延
滞
日
数
に
応
じ
て

延
滞
金
も
加
算
さ
れ
ま
す
。

　
通
常
の
保
険
証
に
代
わ
り
有
効
期
限
の
短

い「
短
期
被
保
険
者
証
」が
交
付
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
長
期
に
わ
た
り
納
付
相
談
な
ど
が
な

い
場
合
は
、
保
険
証
を
返
還
し
て
も
ら
い
、

医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
す
る「
資
格
証
明

書
」を
交
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
財
産
の
差
押
え
な
ど
の
法
的
措
置

を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
法
令
に
基
づ
き
差
押
処
分
を
よ
り
一
層
強

化
し
て
い
ま
す
。

　
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
早
め
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
収
納
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７

適
切
な
受
診
で
医
療
費
の
適
正
化
を

　
整
骨
院・
接
骨
院
で
の
施
術
や
、
は
り・

き
ゅ
う・あ
ん
ま・マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
る
場

合
、
医
療
保
険
を
適
用
で
き
る
ケ
ー
ス
は
限

ら
れ
て
い
ま
す（
別
表
）。

問
保
険
課
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

　
納
付
書
が
見
当
た
ら
な
い
場
合
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

注��

口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
る
場
合
は
、
納

付
書
は
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
年

間
の
税
額
が
１
万
円
以
下
の
場
合
は
、
第

２
期
分
の
納
付
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
個
人
事
業
税
の
納
付
用
紙
で
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
収
納
用
の
バ
ー
コ
ー
ド
が
印

刷
さ
れ
た
も
の（
３０
万
円
以
下
の
も
の
）は
、

次
の
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納

付
で
き
ま
す
。

サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
、
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ

ン
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
、
ニ
ュ
ー
ヤ
マ
ザ

キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア
、フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、
ヤ
マ
ザ
キ
ス
ペ
シ
ャ
ル

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ョ
ッ
プ
、
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ

リ
ー
ス
ト
ア
ー
、
ロ
ー
ソ
ン
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置

店（
五
十
音
順
）

　
納
付
に
は
、
便
利
で
安
心・
安
全
な
口
座

振
替
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
大
阪
府
北
河
内
府
税
事
務
所

℡�

０
７
２
・
８
４
４
・
１
３
３
１

対
象
住
宅

▽
専
用
住
宅

▽�

延
床
面
積
に
対
し
２
分
の
１
以
上
が
居
宅

部
分
で
あ
る
併
用
住
宅

▽�

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
区
分
所
有
家
屋

（
原
則
、
専
用
部
分
の
み
が
対
象
）

注��

賃
貸
住
宅
は
除
く
。

要
件

▽
改
修
費
用
が
５０
万
円
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

▽�

次
の
①
～
④
ま
で
の
う
ち
、
①
を
含
む
工

事
を
行
う
こ
と
。

①�

窓
の
断
熱
改
修
工
事（
二
重
サ
ッ
シ
化
、

複
層
ガ
ラ
ス
化
な
ど
）【
必
須
】

②
床
の
断
熱
改
修
工
事

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

④
壁
の
断
熱
改
修
工
事

注��

外
気
な
ど
と
接
す
る
も
の
の
工
事
に
限
る
。

申
請
手
続

　
減
額
措
置
を
受
け
よ
う
と
す
る
納
税
者

は
、
改
修
後
３
カ
月
以
内
に
、
次
の
書
類
を

添
付
し
て
固
定
資
産
税
の
減
額
申
請
書
を
課

税
課
資
産
税
担
当
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
課
税
課
に
あ
り
ま
す
。

▽
工
事
明
細
書
お
よ
び
領
収
書
な
ど

▽�
建
築
士
、
指
定
確
認
検
査
機
関
、
登
録
住

宅
性
能
評
価
機
関
ま
た
は
住
宅
瑕
疵
担
保

責
任
保
険
法
人
の
い
ず
れ
か
が
発
行
し
た

「
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
証
明
書
」

　
住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
よ
る
固
定
資

産
税
の
減
額
措
置
が
適
用
さ
れ
て
も
、
省
エ

ネ
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
市
民
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
６

国
民
健
康
保
険
料・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

�

夜
間・休
日
納
付
相
談
日

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

�

～
省
エ
ネ
改
修
工
事
～

（別表）
医療保険が適用でき
る場合 注意点

整骨院・
接骨院での
施術

▽打撲、ねんざ、挫
傷（肉離れ）など
▽骨折、脱臼（応急手
当の場合を除き、医
師の同意書が必要）

・肩こり、筋肉疲労は医療保険の適用外です（全額自己負担）。
・�病院などの保険医療機関で、同じ負傷を治療している場合は、医
療保険の適用外です（全額自己負担）。

・�施術を受けたときは、「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確
認の上、署名または押印するとともに、必ず領収書を受け取って
ください。

はり・きゅう
による施術

・神経痛、リウマチ、
頸腕症候群、五十肩、
腰痛症、頸椎ねんざ
後遺症など

・医療保険の適用には、医師による同意書または診断書が必要です。
・�疲労回復や慰安を目的とした施術は医療保険の適用外です�
（全額自己負担）。
・�病院などの保険医療機関で、同じ疾患を治療している場合は、医療
保険の適用外です（全額自己負担）。

・施術を受けたときは、必ず領収書を受け取ってください。
あんま・
マッサージ
による施術

・筋まひ、関節拘縮
などで、医療上マッ
サージを必要とする
症例


